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第9章 方法書に対する経済産業大臣の通知 

「電気事業法」（昭和 39年法律第 170号）第 46条の 8第 1項の規定に基づく環境影響評価方法

書についての経済産業大臣の勧告は、環境保全についての適正な配慮がなされており、勧告の必

要がないと認められるとの通知を受けた。 
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